
１２月５日（土）開催の第１０回記念静岡県市町村対抗駅伝
競走大会に、市の代表として出場する選手を募集します。長
距離の得意な人、好きな人をお待ちしています。また、長距
離走の速い人をご存じの人は推薦ください。

対象／市民または市内に通学･通勤の小学５年生以上の人
申込み／６月１９日（金）１７：００までに住所、氏名、連絡先、

年齢（学年）、職業（小学校名）を社会教育課へ電話
またはＦＡＸで申し込み。

更
新
手
続
き
・
新
規
受
給
者
申
請
を

母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成

8２００９．６．１いずのくに9 ２００９．６．１いずのくに

毎年６月に実施していた
こども医療費受給者証の更

新手続きは、今年度から実

施しません。１０月１日（木）
から使用する受給者証は、
９月末に郵送します。
ただし、更新手続きの必

要がある場合は、申請書を
送ります。
＊加入している健康保険証
や保護者、生計維持者に変
更があった場合は、随時変
更手続きが必要となります。
不明な点は、福祉課まで。

●受付期間

６月８日（月）～３０日（火）

（月～金曜日８：３０～１７：１５、木曜日は１９：０
０まで延長）
＊「児童手当現況届」の用紙は６月５日（金）ご
ろ発送予定です。

●提出先

福祉課（大仁庁舎内）
市民サービス課（伊豆長岡庁舎･韮山庁舎）
●必要なもの ①現況届②印鑑③受給者（保護者）

の保険者証の写し

＊平成２１年１月２日以降に当市に転入した場合
は平成２１年度児童手当用所得証明書が必要。

こ
れ
か
ら
の
未
来
を
支
え
る
子

ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育
つ
た
め

に
は
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安

定
が
必
要
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が

安
定
し
た
質
の
高
い
生
活
を
送
れ

る
よ
う
に
、
子
育
て
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

【
資
格
】

児
童
手
当
を
も
ら
え
る
の
は
、

子
ど
も
と
暮
ら
し
、
子
ど
も
を
養

い
、
守
り
育
て
る
人
で
す
。
た
だ

し
、
次
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

①
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る

②
手
当
が
も
ら
え
る
の
は
子
ど
も

が
小
学
校
を
修
了
す
る
ま
で

③
所
得
額
の
制
限
（
詳
し
く
は
福

祉
課
へ
）

◆◆児童手当振り込みます ◆◆
６月１５日（月）に児童手当の支払いをします。

指定口座に２月～５月までの４カ月分を振り込み
ます。１６日（火）以降、口座をお確かめください。

た
め
の
も
の
で
す
。

対
象
者
に「
児
童
手
当
現
況
届
」

の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必

要
書
類
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
が
な
い
場
合
、
六
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●３歳未満の子ども　　 月額１０，０００円

●３歳以上の子ども　
１人目、２人目の子ども月額５，０００円
３人目以降の子ども　 月額１０，０００円

ご
存
じ
で
す
か
？

児
童
手
当

【児童手当の額】

＊２･６･１０月の１５日に、それぞれの前
月分までまとめて振り込みます。

このページに関する問い合わせ 福祉課　電話０５５８‐７６‐８００８

こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

等
（
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
、
父

母
の
い
な
い
児
童
な
ど
）
の
福
祉

を
図
る
た
め
、
医
療
費
の
一
部
を

助
成
す
る
も
の
で
す
。

現
在
、
受
給
者
証
を
持
っ
て
い

る
人
も
六
月
三
十
日
（
火
）
で
有

効
期
限
が
切
れ
る
の
で
、
更
新
手

続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
今
ま
で
課
税
状
況
に
よ

り
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
も
、
平

成
二
十
年
分
の
所
得
や
家
族
状
況

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
七
月
か

ら
受
給
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
該
当
と
思
わ
れ
る
人
は
、
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
本
人
、
同
居
の
扶
養

義
務
者
な
ど
に
平
成
二
十
年
分
の

所
得
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●受付期間 ６月８日（月）～１８日（木）

●提出先 福祉課（大仁庁舎内）
市民サービス課（伊豆長岡庁舎･韮山庁舎）

●必要なもの ①申請書②印鑑③保険証の写し（家族全員分）

④申請者名義の通帳の写し⑤所得税非課税が確認できる平

成２０年分源泉徴収票または確定申告書の写し⑥母子家庭等

医療費受給者証（オレンジ色）

こども医療費
受給者証の更新

求
む
！
韋
駄
天

県市町村対抗駅伝競走大会

選手募集！

予防接種は、予防接種法に基
づき接種回数や接種間隔が定め
られています。三種混合予防接
種（ジフテリア･百日咳･破傷風）

の第１期初回の回数は３回で、それぞれの間隔
は２０日～５６日までと決められています。定期
の間隔で接種できなかった場合は任意接種とな
り、全額自己負担（８，０００円程度）となります。
ただし、発熱などのやむを得ない理由で決め

られた間隔で接種できなかった場合は、定期の
間隔内（５６日まで）に健康づくり課まで連絡し
ていただければ接種期間を延長する手続きがで
きます。定期の間隔内（５６日）までに連絡がな
い場合は、延長申請の受け付けができませんの
でご注意ください。

生後９０カ月までの子どもの

三種混合予防接種
はお済みですか？

問合せ 健康づくり課　電話０５５８‐７６‐８０１２

詳しくは内閣府食育推進室ホームページへ
http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html

●練習説明会　とき／７月１日（水）１９：３０～
ところ／あやめ会館３階多目的ホール

＊候補選手に申し込んだ人は、必ず出席してください。
●練習会　とき／７月８日（水）開始。

毎週水曜日１９：３０～
ところ／韮山運動公園多目的広場

＊練習日程、会場は変更する場合があります。

＊小･中学生は候補選手の中から９月に若干名の強化選手を
選考します。選考には、７月～８月の練習会等のタイムを参
考にします。
問合せ　社会教育課

電話０５５‐９４８‐１４６１／ＦＡＸ０５５‐９４８‐１４７０

六
月
は
食
育
月
間
で
す
。
食
を
め
ぐ
る
問

題
が
数
多
く
起
き
て
い
る
今
、
国
は
食
育
を

国
民
運
動
と
し
て
推
進
し
て
い
ま
す
。

「
食
育
」
は
平
成
十
七
年
に
制
定
さ
れ
た
食

育
基
本
法
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

●
生
き
る
う
え
で
の
基
本
で
あ
っ
て
、
知
育
、

徳
育
及
び
体
育
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の

●
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
じ
て
「
食
」
に
関
す

る
知
識
と「
食
」を
選
択
す
る
力
を
習
得
し
、

健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

る
人
間
を
育
て
る
こ
と

食
育
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
な
た

自
身
や
家
族
の
食
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
は

じ
ま
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
で
き
る
こ
と
か

ら
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

みんなで広げよう！食育の輪
今月は食育月間です

現
況
届
を
お
忘
れ
な
く

児
童
手
当

六
月
は
現
況
届
の
提
出
月
で
す

現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い

る
人
は
、
毎
年
六
月
に
「
児
童
手

当
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
け
は
、
六
月
一
日
に
お

け
る
加
入
年
金
な
ど
の
状
況
を
記

載
し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

い
　

だ
　
て
ん




